ホームページに掲載した平成２８年度地域材利用拡大緊急対策事業に係る「公募要領」と「助成金交
付規程」のなかで訂正があります。正誤表を下記に示しますので訂正をお願いします。
	
	項 番 等
	誤
	正

	公募要領
	２-(２)応募資格者
	・原木しいたけの品質向上に向けた取組を
	・原木しいたけの生産性向上に向けた取組を

	
	２-(５) ア．
	・原木しいたけの生産性や品質向上に係る
	・原木しいたけの生産性向上に係る

	交付規程
	第３条の１
	・生産性及び品質向上に向けた取組
	・生産性向上に向けた取組

	
	別紙の助成対象経費の２．
	・生産性及び品質向上に向けた取組
	・生産性向上に向けた取組

	共　通
	立木購入ならびに自伐調達の原木1本当たりの単価
	・立木購入の際は1本当たり65円とします
	・立木購入の際は1本当たり65円を上限とします

	
	
	・自らが所有している山林から原木を調達する際は
1本あたり56円とします
	・自らが所有している山林から原木を調達する際は
1本当たり56円を上限とします


